
令和８年７月 

防  衛  省 

 

意見公募要領 

 

事務官等の採用試験の方法において、身体検査を削ることとしたことに伴い、自衛

隊法施行規則並びに事務官等の採用の方法及び手続に関する訓令及び防衛省の任期付

隊員の採用手続等に関する訓令について一部改正を行います。つきましては、広く国

民の皆様から意見等を募集いたします。 

 

１ 意見募集対象（別添参照） 

（１）自衛隊法施行規則の一部を改正する省令案 

（２）事務官等の採用試験等に関する訓令の一部を改正する訓令案 

（３）防衛省の任期付隊員の採用手続等に関する訓令の一部を改正する訓令案 

 

２ 意見募集期間 

  令和８年７月１日（水）～令和８年７月３０日（木） 

 

３ 意見提出方法 

（１）電子政府の総合窓口「ｅ－Ｇｏｖ」の「意見提出フォーム」により提出してく

ださい。 

（２）電子メールの場合 

   電子メールアドレス：saiyouseido@ext.mod.go.jp 

（電子メールアドレスの件名を「【パブコメ意見】自衛隊法施行規則の一部を

改正する省令案等について」としてください。また、必ずメール本文に御意見

をご記入ください。） 

（３）郵送の場合 

〒１６２－８８０１ 東京都新宿区市谷本村町５－１ 

防衛省大臣官房秘書課 宛 

 

※ 郵送の場合は、意見書（別紙様式）に必要事項（住所、氏名（法人又は団体の場合は、名

称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）及び連絡先（電話番号及び電子メールアドレ

ス）(任意)）を記載の上、令和８年７月３０日（木）までに提出してください。（当該締切日

までの通信日付印が押されていれば、期日までに提出されたものとみなします。） 

  



４ 意見提出上の注意事項 

（１）提出される御意見等は日本語に限ります。 

（２）電話での御意見等はお受けしませんので、御了承願います。 

（３）提出されました御意見等に対して個別に回答はいたしかねますので、御了承願

います。 

（４）提出されました御意見等については、住所（又は所在地）、個人の氏名（又は

名称）、連絡先（電話番号及び電子メールアドレス）を除き公表される場合があ

ります。 

 

【内容についての問合せ先】 

○ 防衛省大臣官房秘書課 

〒１６２－８８０１ 東京都新宿区市谷本村町５－１ 

℡：０３－３２６８－３１１１（内線２５００２） 

 

【資料の入手方法】 

○ 意見募集の対象となる資料及び関連資料の入手方法については、 

（１）電子政府の総合窓口「ｅ－Ｇｏｖ」(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリッ

クコメント」欄に掲載 

（２）防衛省大臣官房秘書課において配布 

 

５ 個人情報について 

御意見等の提出又は内容の問合せにおいて取得した個人情報については、適正に

管理し、御意見等の内容に不明な点があった場合の連絡や確認の際にのみ活用させ

ていただきます。 

 

  



別紙様式 

意 見 書 

 

令和  年  月  日 

 

 防衛省大臣官房秘書課 宛 

 

住所※１：〒000－0000 

○○県○○市○○○○ 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

氏名※１：○○○○ 

又は株式会社○○○○ 

代表取締役○○○○ 

電話番号※１：００－００００－００００ 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ※１：****＠**.**.** 

 

 自衛隊法施行規則の一部を改正する省令案又は事務官等の採用試験等に関する訓令

の一部を改正する訓令案若しくは防衛省の任期付隊員の採用手続等に関する訓令の一

部を改正する訓令案に関し、下記のとおり意見を提出します。 

 

記 

 

１ 該当か所 

 

 

２ 御意見 

 

 

３ 理由 

 

 

※１ 住所、氏名（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地）及び連絡先（電話番号及び電子メールアドレス）の記載は任意です。なお、氏名の

記載に当たっては旧氏の使用を可とします。 

※２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。複数ページにわたる場合は

ページ番号を記載してください。 


